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○鹿嶋市市民活動保険制度実施要綱 

平成１９年９月１９日 

告示第７６号 

（目的） 

第１条 この要綱は，市民や市内に活動の拠点を置く市民団体等が行う市民活動中の

賠償責任事故について，鹿嶋市市民活動保険制度（以下「保険制度」という。）を

もって損害を賠償することにより，市民が安心して市民活動に参加できるよう支援

し，もって市民活動の活性化・健全な発展並びに鹿嶋市における共創のまちづくり

の推進を図ることを目的とする。 

（平３０告示１８６・令７告示３５・一部改正） 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）市民団体 市内に活動拠点を置き，市民により自主的に組織された団体をい

う。 

（２）市民活動 市民団体等が自主的に行う次の各号に掲げる活動等で市が認めた

公益性のある直接的活動をいう。ただし，特定の政党若しくは宗教に係る活動，

営利を目的とする活動，報酬を得て行う活動（実費弁償程度のものを除く。），

職場又は学校行事として行う活動，海外における活動を除く。 

 ア 社会奉仕活動 

イ 社会福祉活動  

ウ 社会参加活動 

エ 継続的かつ計画的な社会教育活動  

オ 継続的かつ計画的な社会体育活動  

カ 市の主催・共催する活動 

（３）参加者 市民活動に直接参加する者をいう。 

（４）賠償補償対象者 市及び市民団体，又は市民活動中の参加者をいう。ただし，

第２号ウからオに規定する活動については，同活動を主催，指導または管理して

いる状態の者に限る。 

（平３０告示１８６・令元告示１０７・令７告示３５・一部改正） 

（保険契約） 

第３条 保険制度を実施運営するために，市は損害保険会社（以下「保険会社」とい

う。）と賠償責任保険契約（以下「保険契約」という。）を締結するものとする。 

（令７告示３５・一部改正） 

（対象事故） 

第４条 保険制度の対象となる事故は，市民活動中に，賠償補償対象者の過失により

参加者又は第三者の生命，身体又は財物に損害を与え，当該賠償補償対象者が法律
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上の損害賠償責任を負う事故（以下「賠償責任事故」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事故については，保険制度の対象としない。 

（１）自己の楽しみのために行う趣味のサークル等の生涯学習活動・文化活動及び

スポーツ活動の社会教育活動並びに子ども会・ガールスカウト・ボーイスカウト

活動の青少年健全育成活動における参加者の事故 

（２）法令（条例を含む。）の規定による災害補償が適用される事故 

（３）前条に規定する保険契約に係る保険約款及び各種特約条項（以下「保険約款

等」という。）において免責とされる事故 

（４）賠償補償対象者が占有し，使用し，又は管理する車両（原動機が専ら人力で

ある場合を除く。），船舶及び動物に起因する事故 

（５）施設の建設，改築，改造，修理等の工事に起因する事故 

（６）全国市長会市民総合賠償補償保険が適用される事故 

（令７告示３５・全改） 

（賠償責任事故の保険金額） 

第５条 賠償責任事故に係る保険金の額は，損害賠償金及び保険会社が認めた費用と

し，次の各号に掲げる区分に定める金額を限度とする。 

（１）身体賠償 １人につき１億円 １事故につき３億円 

（２）財物賠償 １事故につき ５００万円 

（３）保管物賠償 １事故につき５００万円 

２ 前項の規定にかかわらず，保管物賠償にあっては，前項第３号に定める１事故に

係る額を１保険期間中における限度額とする。 

（令７告示３５・旧第６条繰上） 

（事故の報告） 

第６条 賠償補償対象者は，市民活動中に事故が発生したときは，速やかに事故の概

要を市に報告するとともに鹿嶋市市民活動保険事故報告書（様式第１号。以下「事

故報告書」という。）を市長に提出するものとする。 

（令７告示３５・旧第９条繰上・一部改正） 

（事故の審査及び判定） 

第７条 市長は，事故報告書が提出されたときは，当該事故が保険制度の対象となる

事故であるかどうかを判定し，対象事故であると認めたときは，事故報告書の写し

及び鹿嶋市市民活動保険事故証明書（様式第２号。以下「事故証明書」という。）

を保険会社に，事故証明書の写しを賠償補償対象者にそれぞれ通知するものとする。 

２ 市長は，前項の場合において，当該事故が保険制度の対象となる事故であるかど

うかを審査する必要があると認めたときは，次条に規定する鹿嶋市市民活動事故審

査委員会（以下「委員会」という。）に諮るものとする。 

３ 市長は，前項の規定による審査の結果，当該事故が保険制度の対象事故でないと

認めたときは，鹿嶋市市民活動保険事故審査回答書（様式第３号）を賠償補償対象
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者に通知するものとする。 

（令７告示３５・旧第１０条繰上・一部改正） 

（委員会） 

第８条 前条第２項の審査を行うため，委員会を置く。 

２ 委員会の組織は，次の各号の委員をもって組織する。 

（１）鹿嶋市行政組織規則（平成２７年規則第１号）第１１条の規定に基づく部長 

（２）鹿嶋市教育委員会事務局組織規則（平成６年教委規則第３号）第８条第１項

の規定に基づく部長 

３ 委員会に委員長を置き，委員長には市民活動支援担当部長をもって充てる。 

４ 委員長は委員会を総理し，委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理

する。 

６ 委員会は，委員長が招集し，委員長は会議の議長となる。 

７ 委員会の会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

８ 委員会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 

９ 委員会は，必要があると認めるときは，委員会に関係者の出席を求め，意見又は

説明を聴くことができる。 

（平２７告示６２・一部改正，令７告示３５・旧第１１条繰上） 

（保険金の請求及び支払い） 

第９条 賠償責任事故に係る保険金の請求は，賠償補償対象者と被害者との間で，損

害賠償に関する協議が成立した後に，賠償補償対象者が市の指定する様式により市

に請求するものとする。 

（平２２告示１４１・平３０告示１８６・一部改正，令７告示３５・旧第１

２条繰上・一部改正） 

（所管課） 

第１０条 この要綱に定める事務は，市民活動支援担当課で処理する。 

（平２７告示６２・一部改正，令７告示３５・旧第１３条繰上） 

（市が実施する事業に関する準用） 

第１１条 この要綱は，市が主催又は共催で行う市民活動に類する事業又は行事で，

市民が無報酬（実費弁償程度のものを含む。）で参加する活動に準用する。 

（令７告示３５・旧第１４条繰上） 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

（令７告示３５・旧第１５条繰上） 

附 則 

この告示は，平成１９年１０月１日から施行する。 
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附 則（平成２１年８月４日告示第９５号） 

この告示は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年９月２７日告示第１４１号） 

この告示は，平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日告示第６２号） 

この告示は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年９月１８日告示第１８６号） 

この告示は，公布の日から施行する。 

附 則（令和元年９月２６日告示第１０７号） 

この告示は，公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月８日告示第２２号） 

（施行期日） 

１ この告示は，令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されて

いる申請書等は，この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみ

なす。 

３ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されて

いる用紙は，この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず，当分の間，修正

して使用することができる。 

附 則（令和７年３月２６日告示第３５号） 

（施行期日） 

１ この告示は，令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に発生した事故については，なお従前の例による。 
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様式第１号（第６条関係） 

（令７告示３５・全改） 

様式第２号（第７条関係） 

（令７告示３５・全改） 

様式第３号（第７条関係） 

（令７告示３５・全改） 

 


